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条

例

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日

条
例
の
あ
ら
ま
し

◉
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
〇
四
号
）

一

各
給
料
表
を
改
定
し
ま
す
（
指
定
職
給
料
表
を
除
く
。
）
。

二

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
定
を
改
め
ま
す
。

三

公
安
職
給
料
表
の
一
級
及
び
二
級
を
統
合
し
ま
す
。

四

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
ほ
か
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
東
京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
（
条
例
第
一
〇
五
号
）

一

任
期
付
職
員
の
給
与
を
改
定
し
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
ほ
か
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
東
京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
（
条
例
第
一
〇
六
号
）

一

任
期
付
研
究
員
の
給
与
を
改
定
し
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
ほ
か
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
〇
七

号
）

一

地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
九
年
法
律
第
二
九

号
）
の
施
行
に
よ
る
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
五
年
法
律
第
二
六
一
号
）
及
び
地
方
自
治
法

（
昭
和
二
二
年
法
律
第
六
七
号
）
の
改
正
を
踏
ま
え
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
期
末
手
当
の
支

給
等
に
係
る
規
定
を
設
け
る
ほ
か
、
所
要
の
改
正
を
行
い
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
〇
八
号
）

一

給
料
表
を
改
定
し
ま
す
。

二

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
定
を
改
め
ま
す
。

三

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
ほ
か
か
ら
施
行
し
ま
す
。
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東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
四
号

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
条
例
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
十
一
条
第
二
項
の
表
中
「
百
分
の
百
二
十
二
・
五
」
及
び
「
百
分
の
百
三
十
七
・
五
」
を
「
百

分
の
百
三
十
」
に
、
「
百
分
の
百
二
・
五
」
及
び
「
百
分
の
百
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
十
」
に
、

「
百
分
の
九
十
二
・
五
」
及
び
「
百
分
の
百
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
」
に
、
「
百
分
の
六
十
二
・

五
」
及
び
「
百
分
の
七
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
七
十
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

３

再
任
用
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
割

合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
割
合
と
す
る
。

百
分
の
百
三
十

百
分
の
七
十
二
・
五

百
分
の
百
十

百
分
の
六
十
二
・
五

百
分
の
百

百
分
の
六
十
二
・
五

百
分
の
七
十

百
分
の
三
十
七
・
五

第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
第
一
号
中
「
百
分
の
九
十
五
」
を
「
百
分
の
百
」
に
、
「
百
分
の
百
十

五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
」
に
、
「
百
分
の
百
二
十
五
」
を
「
百
分
の
百
三
十
」
に
改
め
、
同
項
第
二

号
中
「
百
分
の
百
」
を
「
百
分
の
百
二
・
五
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
百
分
の
四
十
五
」
を
「
百

分
の
四
十
七
・
五
」
に
、
「
百
分
の
五
十
五
」
を
「
百
分
の
五
十
七
・
五
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
の
三
第
四
項
中
「
七
級
又
は
八
級
」
を
「
六
級
又
は
七
級
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中

「
九
級
」
を
「
八
級
」
に
改
め
る
。

附
則
第
八
項
を
附
則
第
九
項
と
し
、
附
則
第
七
項
を
附
則
第
八
項
と
し
、
附
則
第
六
項
中
「
の
者

（
」
の
下
に
「
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
及
び
」
を
加
え
、

「
非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
」
を
「
非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び

期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
七
項
と
し
、
附
則
第
五
項
の
次
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。

６

こ
の
条
例
中
第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
一
条
の
二
の
二
か
ら
第
二
十
一
条
の
二
の
四
ま
で
の
規
定

は
、
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
表
第
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



平成30年12月21日（金曜日）東 京 都 公 報（増刊 121） ２０


